
大阪市水道ＰＦＩ管路更新事業等 

令和２年４月 

別紙２ リスク分担表（案） 

 

１．共通 

リスクの 

種類 
リスクの内容 

負担者 

リスク分担の考え方 
市 

運営 

権者 

事業移管 実施契約上の本事業

開始日に本事業を開

始できなかったこと

で、事業開始に係る

準備費用の損失が発

生 

市が、実施契約上の開

始条件を充足できな

かった 

○  ・市帰責のため、市及び運営権者に生じた損害

は市が負担。 

運営権者が、実施契約

上の開始条件を充足

できなかった 

 ○ ・運営権者帰責のため、市及び運営権者に生じ

た損害は運営権者が負担。 

不可抗力等、双方に帰

責性のない事象に起

因 

 ○ ・双方に帰責性のない場合は双方に生じた損

害を各自が負担するとの考え方により、運営権

者に生じた損害は運営権者が負担。 

不可抗力※ 

※自然災害、人

為的事象（テ

ロ、戦争、暴動

等）、放射能汚

染等正常な事業

の実施を妨げる

もの（通常予見

可能なものを除

く） 

 

不可抗力により、運営権者施工中の配水管

が損傷 

 ○ ・配水管更新工事の施工に係るリスクであり、

運営権者が負担。 

不可抗力により損傷した既設配水管に係る

修繕等の復旧 

○  

 

 

・運営権者は附帯事業として業務を実施し、市

が費用を負担。 

・国庫補助又は交付金の要件に該当する場合

は、市より申請。（運営権者は申請手続きに協

力） 

不可抗力により損傷した既設配水管の状況

を踏まえた、市の指示に基づく当該路線及

び類似路線の早期更新の実施 

 ○ ・運営権者は、特定事業として、配水管更新計

画を変更し、市の指定する損傷路線及びその類

似路線の更新を前倒しして実施。 

上記の早期更新実施による運営権者の事業

費の増加 

○  ・配水管更新計画変更前後の事業費の差額を

市が負担。 

法令変更 

 

公共施設等運営権が設定された事業に対し

てのみ適用される法令・通知等の変更であ

って、運営権者に不当な影響を及ぼすもの 

○  ・運営権者のみに不当な影響を及ぼすため、当

該リスクを回避するためには、運営権事業自体

を取りやめるほかなく、当該リスクを最もよく

管理できる市が負担。 

上記以外で水道法をはじめとする水道事業

等に直接関係する法令・通知等の変更 

 ○ ・水道法上の責任を負う事業者に等しく適用

されるため、運営権者が負担。 

水道事業等のみならず、広く一般的に適用

される法令・通知等の変更 

 ○ ・全ての事業者に等しく適用されるため、運営

権者が負担。 
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リスクの 

種類 
リスクの内容 

負担者 

リスク分担の考え方 
市 

運営 

権者 

税制変更 公共施設等運営権が設定された事業に対し

てのみ適用される税制の変更であって、運

営権者に不当な影響を及ぼすもの 

○  ・法令変更と同様の考え方による。 

上記以外で水道事業等に直接関係する税制

の変更 

(例)水道施設利用料金にかかる消費税率の

変更 

 ○ 

水道事業等のみならず、広く一般的に適用

される税制の変更、新税の導入 

 ○ 

水道施設に係る固定資産税の変更 ○  ・水道施設の所有者である市が負担。 

第三者損害 

（施設（附属

設備を含む。

以下本表にお

いて同じ。）

の損傷・瑕疵

に起因するも

のを除く） 

要求水準に従って本事業を実施しても避け

ることのできない第三者損害 

(例)騒音・悪臭・振動・電波障害等、これら

に起因する住民の反対運動、訴訟 

 ○ ・本事業は運営権者が事業者としての責任を

負って実施するものであるため、本事業によっ

て生じた第三者損害に対する責任を負担。 

 

 

運営権者による更新

後の配水管に係る近

隣住民等に損害を及

ぼす施設由来の第三

者損害 

運営権者による更新

後の配水管の存在そ

のものによる場合 

 ○ 

 

・配水管の布設位置等は運営権者が決定する

ものであり、本事業で設置した配水管の布設位

置等の問題で第三者に損害を及ぼした場合は

運営権者が負担。 

上記を除く場合（運転

管理、維持保全業務

等） 

○  ・運転管理や維持保全業務は市の業務であり、

市が負担。 

上記を除き、運営権者が建設した施設の存

在そのものが近隣住民等に損害を及ぼす施

設由来の第三者損害 

 ○ ・運営権者の実施した業務、事業に起因する第

三者損害は運営権者が負担。 

運営権者が行う配水管更新工事に起因して

発生する近隣住民等の反対運動や訴訟によ

る工事の中断、遅延、施設の物理的損傷、事

業期間の変更等 

 ○ ・運営権者の実施した業務に起因する第三者

損害は運営権者が負担。 

運営権者の事業遂行上の過失によって第三

者の身体・財産に損害を及ぼす上記以外の

不法行為 

 ○ ・運営権者の実施した業務に起因する第三者

損害は運営権者が負担。 



3 

 

リスクの 

種類 
リスクの内容 

負担者 

リスク分担の考え方 
市 

運営 

権者 

住民との関係 本事業を運営権者が実施するという事実に

より避けることのできない反対運動や訴訟

等 

○  ・当該リスクを回避するためには、本事業自体

を取りやめるほかなく、当該リスクを最もよく

管理できる市が負担。 

運営権者の提供するサービス内容に起因し

て発生する反対運動や訴訟等 

 ○ ・運営権者の実施した業務、事業に起因するた

め、運営権者が負担。 

水需要の変動 人口減少・節水による水需要の減少に起因

する利用料金収入の減少 

○  ・本運営事業の性質上、運営権者は、水需要の

変動に対して影響力を持ちえないことから、水

需要の減少リスクは、市が利用料金按分率を補

正する等により必要額を担保。ただし、想定を

大幅に超える水需要減少の場合は、市は、配水

管更新計画の変更の承認又は要求水準上の更

新事業量の見直しにより負担することがある。 

事業費変動 各種リスクの発生に

よる全体事業費の増

加 

通常想定される範囲  ○ ・通常想定される（実施契約において定めた範

囲内の）事業費の増加は運営権者が負担。 

運営権者の経営努力

のみでは著しい支障

があると客観的に評

価される範囲 

○  ・実施契約で定めた範囲を超えた場合は、市は

定期レビュー又は臨時協議を実施し、利用料金

按分率を補正する等必要な措置を講じること

により負担。 

金利・為替 

変動 

金利上昇、為替変動により資金調達に要す

る利息が増加 

※事業費変動リスク参照。（通常想定される事業費の増加は運

営権者が負担。） 

物価変動 物価変動によるコストの増加 ※事業費変動リスク参照。（通常想定される事業費の増加は運

営権者が負担。） 

許認可 事業実施のために必

要な許認可の遅れや

取得できなかったこ

とによる事業内容の

変更 

市に帰責性がある場

合 

※事業費変動リスク参照。（通常想定される事業費の増加は運

営権者が負担。） 

・道路管理者による道路占用許可で、市の調整が遅延した場

合等が想定される。 

運営権者に帰責性が

ある場合 

 ○ ・警察による道路使用許可の遅延等が想定さ

れる。 

資金調達 運営権者による資金調達の失敗  ○  
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リスクの 

種類 
リスクの内容 

負担者 

リスク分担の考え方 
市 

運営 

権者 

計画・設計・

仕様変更 

市の要請、他事業と

の調整等に応えるた

めの事業計画の変更

等に起因する工事の

遅延、追加工事、事業

内容の追加等による

費用の増加 

事業内容の変更等、市

の事情による場合 

○  ・市が一度承認した計画について、市の事情に

より変更したことで事業費が増加した場合は

市が負担。 

 

道路管理者等の施設

管理者の指示や他事

業との調整等、配水管

更新事業にあたって

想定される事象によ

る場合 

 ○ ・道路管理者の指示による計画変更等、本事業

執行にあたって計画変更が通常予測されるも

のについては、運営権者が負担。 

不可抗力に起因する工事の遅延、追加工事、

事業内容の追加等による費用の増加 

 

※事業費変動リスク参照（通常想定される事業費の増加は運

営権者が負担。） 

水量・水圧・ 

水質異常 

取水から給水までの

間で水量・水圧・水質

異常が発生 

本事業に起因する場

合 

 ○ ・運営権者の実施した業務に起因するため、運

営権者が負担。 

上記を除く場合 ○  ・水量・水圧・水質の管理は市の業務であるた

め、原則として市が負担。 

業務の 

一時的不能 

 

市内一円で全ての配

水管更新が一時的に

不能 

市の帰責によるもの

（市の維持保全業務

に起因した対応等） 

○  ・市帰責のため市が負担。 

 

上記を除く場合 

(例)再委託業者との

調整ミス、他埋設物管

理者の維持保全上の

事故 

 ○ ・市の事由によらない場合は、配水管更新事業

実施にあたって通常想定されるリスクとして

運営権者が負担。 

料金不払 料金不払いによる減収  ○ ・利用料金債権は運営権者に帰属するため、運

営権者が負担。 
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２．更新 

リスクの 

種類 
リスクの内容 

負担者 

リスク分担の考え方 
市 

運営 

権者 

測量・調

査 

環境影響評価法（平成９年法律第 81号）又

は大阪市環境影響評価条例（平成 10年大阪

市条例第 29号）に定める環境アセスメント

の対象となった場合等 

 ○ ・配水管更新事業実施に伴う法令上の義務

であり、運営権者がリスクを負担。 

地中埋設物の発見等、当初想定していない

事象による費用の増加 

※事業費変動リスク参照（通常想定される事業費の増加は運

営権者が負担。） 

施工に 

使用する

施設の 

損傷・瑕

疵 

管路更新に伴う断通

水作業等に使用する

制水弁、排水栓、空

気弁等が損傷 

運営権者の作業によ

り損傷 

 ○  

市が修繕予定のもの

（市が把握している

損傷情報は、運営権

者に情報を開示） 

○  ・市が維持保全業務の一環として施設・設

備の損傷を把握しているものは市が負担。 

市が修繕予定のもの

以外 

 ○ ・市が修繕予定のもの以外は、本運営事業

実施にあたって通常想定されるリスクとし

て運営権者が負担。 

 

更新後の 

配水管の 

瑕疵 

運営権者による更新

後の配水管の損傷、

漏水、濁水等に起因

する第三者への補

償、配水管の補修等

の対応が必要となっ

た場合 

更新後１年（運営権

者の故意又は重過失

に起因する場合は

10年）以内 

 ○ ・運営権者は配水管の維持保全業務の責任

を負わないが、一定期間は瑕疵担保責任を

負う。 

 

上記期間を超過 ○  

技術の 

陳腐化 

本事業開始当初の技術が陳腐化し、新技術

の導入が必要となった場合 

※事業費変動リスク参照（通常想定される事業費の増加は運

営権者が負担。） 

本事業開始当初の技術は陳腐化していない

ものの、市の要請に基づき、新技術を導入す

る場合 

○  ・市の要請に基づくため、市が負担。 
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リスクの 

種類 
リスクの内容 

負担者 

リスク分担の考え方 
市 

運営 

権者 

契約解除 予定どおり事業を継

続することができた

場合に比べ、契約解

除することにより運

営権者に追加費用や

損害が発生 

市の事由による契約

解除 

○   

運営権者の事由によ

る契約解除 

 ○  

不可抗力、法令変更

等、市と運営権者双

方に起因しない契約

解除 

 ○ ・双方に帰責性のない場合は双方に生じた

損害を各自が負担するとの考え方により、

運営権者に生じた追加費用や損害は運営権

者が負担。 

 

※本表において、「市」は「市水道局」をさす。 


